
株式会社商工組合中央金庫の
株式の処分について（現状報告）

令和６年６月４日

財 務 省 理 財 局

資料２

（注）この⽂書は、⽇本国内におけるいかなる有価証券の売付けの申込み⼜は買付けの申込みの勧誘（以下、「勧誘⾏為」という。）を構成するものでも、勧誘⾏為を
⾏うためのものでもありません。⼊札の参加にあたっては、必ず、国有財産（株式）売払公告、⼊札要領、契約書（案）を含む⼊札案内書、株式会社商⼯組合
中央⾦庫が作成する株式売出⽬論⾒書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、⼊札者ご⾃⾝の判断でなされるようお願いいたします。



株式会社商⼯組合中央⾦庫の株式の処分について

令和６年 ４⽉15⽇ ⼊札公告
同 ７⽉12⽇〜31⽇ ⼊札受付期間
同 ９⽉17⽇〜 開札
同10⽉11⽇ 落札者決定

令和７年 ３⽉31⽇まで 名義書換

⼊札概要

〇 売却株式数 ︓10億1,600万株（政府保有株式全て）
〇 ⼊札参加資格︓商⼯中⾦法第６条第１項に規定されている者（中⼩企業組合及びそ

の構成員並びに中⼩企業団体等）
※全省庁統⼀競争参加資格を取得している者 等の要件あり

〇 最低申込単位︓１万株

スケジュール

政府が保有する株式会社商⼯組合中央⾦庫株式について、以下の通り、関東財務局にお
いて⼀般競争⼊札による売却を実施する旨、公告したところ（４⽉15⽇）。
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（参考）（株）商工組合中央金庫の株式の処分について
（令和５年９月20日国有財産分科会における答申（概要））
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